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平成 21 年 2 月 27 日 

損害保険料率算出機構 
 
 
 

◇本件に関するお問い合わせ◇ 

総務企画部 広報グループ：TEL ０３－３２３３－４７７１ 



全国建設労働組合総連合からの異議申出に対する 

損害保険料率算出機構の回答のポイント 

 

○異議申出の論点１： 

地震保険基準料率において、建物の構造区分が２区分と少ない。区分をより細分化するこ

とで、実際の被災率、給付率に相応する、より適正な保険料になる。 

 

【回答のポイント】（詳細は１、２、５ページ 資料集２、３、５、８、９ページ） 

 地震保険において、地震による建物の被害実績より構造を区分することが妥当と考え

られます。 

 適切な基準によって区分を細分化すれば、より適正な保険料率となることも考えられ

ますが、現時点ではそのような基準が見当たらないため、２区分という区分数は妥当

と考えます。 

 

○異議申出の論点２： 

今回の改定は枠組壁工法以外の木造軸組み工法など木造建築物全般が、耐火性、耐震性に

劣るとの判断した結果である。これらの性能に関し実際の木造軸組み建築物の耐火性、耐震

性は、枠組壁工法建物に比べても、なんら遜色のないものも多々あり、納得できるものでは

ない。 

 

【回答のポイント】（詳細は１、２、５ページ） 

 建物の耐火性と耐震性の親和的な関係から、耐火性の高い建物はイ構造としており、

必ずしも木造建物全般がロ構造となっている訳ではありません。 

 個々の建物の性能について、建築の専門家ではない保険契約当事者にわかり易く、か

つ納得感のある基準で判断することは難しいと考えます。 

 

 

○異議申出の論点３： 

地震保険の構造区分は火災保険の構造区分に準拠して設定されていることは、同一でない

ことは自明である火災被災と地震被災を同一のものと捉えているためである。一部に割引は

あるものの、はなはだ不十分で、耐震性能等への配慮の足りなさは、致命的であり、納得で

きない。 

 

【回答のポイント】（詳細は３、４ページ 資料集１～３、５、８、９ページ） 

 火災保険の構造区分に準拠しているのは、実際の被害実績において耐火性の高い建物

と耐震性の高い建物の間に親和的な関係があるためであり、火災危険と地震危険を同

一視したわけではありません。 

 
 



 

 

地震保険基準料率に関する公開の意見聴取にかかる回答について 

（全国建設労働組合総連合からの異議申出にかかるもの） 

 

 

地震保険は、国民生活に欠くことのできない社会性、公共性の高い保険として昭和 41 年に

発足しておりますが、一貫して弊機構がその保険料率を算出しています。また、弊機構は地

震保険基準料率を常に適正な水準に保つため、毎年定期的に料率水準の妥当性について検証

を行っており、料率の改定に際しては、より合理的な料率算出手法や料率体系を追求すると

ともに、地震災害に対する社会の動向に対応し、その改善に努めてまいりました。 

地震保険においては、契約対象である居住用建物（契約対象が家財の場合、収容されてい

る居住用建物）の構造とその所在地で料率が決定されますが、近時、現行の構造区分の判定

について、次の問題点などを原因とする保険料の適用誤りが発生しているケースが明らかに

なりました。 

・建物の主要構造部（柱、外壁、屋根など）で判定を行っており、建築知識を有すること

を前提としているため、必ずしも保険契約当事者が容易に理解、納得できるものとなっ

ていないこと。 

・近年、様々な材質の建材が普及し、外見だけでは建物の構造がわからないなど、一部の

建物では適切な構造区分の判定が困難な状況が生まれていること。 

これらの問題を解消するため、従来の建物の主要構造部による判定を見直し、保険契約当

事者にわかり易く納得感のある「建物の種類」により区分した上で、「建物の性能」により補

完する料率体系に変更すべく、平成 20 年 11 月 28 日付で基準料率改定の届出を行っておりま

す。 

 

 この度、上記の届出内容に対し異議申出が行われ、公開の意見聴取における準備手続とし

て平成 21 年 2 月 12 日および平成 21 年 2 月 20 日に書面により回答の準備を命じられた事項

につき、回答した資料は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

・公開の意見聴取における回答（１）（全国建設労働組合総連合からの異議申出にかかるもの） 

・公開の意見聴取における回答（２）（全国建設労働組合総連合からの異議申出にかかるもの） 

・地震保険基準料率異議申出に対する資料集（全国建設労働組合総連合からの異議申出にか

かるもの） 

 

 

以上 



公開の意見聴取における回答（１） 
（全国建設労働組合総連合からの異議申出にかかるもの） 

 
 
 
 
 
 

① 地震保険基準料率の改定案における料率区分の数、区分の方法の合理性について、証拠を

もって示されたい。なお、その際には「区分をより細分化することで、より適正な保険料率

となる」という意見への反論を証拠をもって示されたい。また、一般の木造建物と枠組壁工

法建物について、異なる保険料区分としたことの根拠を、証拠をもって示されたい。 

【回答】 

１．料率区分の数、区分の方法の合理性 

 
一般に損害保険の料率は、一定の指標に基づき対象となるリスクをできるだけ同質のグルー

プに区分した料率体系を採用しています。地震による建物被害には、建物構造のほか、工法や

築年数、メンテナンスの具合、壁の配置・量や屋根の重さ、地盤種類など様々な要素が影響す

ると考えられます。しかし、これらの要素を個々に区分するための基準とそれを裏付ける情報

を有していないため、建物構造のみを料率区分としています。地震による被害実績はこれらの

要素が相互に関連しあった結果と言えるため、被害実績を考慮して建物を区分することは妥当

と考えます。 

そこで、地震保険においては以下のような点から、建物の構造区分を２区分とする方法が、

現時点においては合理性があると考えます。 

（１）地震による被害実績（危険度） 

（２）地震保険の構造区分を火災保険の構造区分に準拠して設定 

なお、地震保険では建物の構造のほか、地震発生の地域差を加味するため全国を 4 つの等地

に分けており、さらに個別の建物で見た場合、特に耐震性に優れている建物については、住宅

性能表示制度に基づく免震建築物割引や耐震等級割引などの割引制度により補完する体系とし

ています（資料集 17 頁）。 

 
（１）地震による被害実績（危険度） 

構造区分は、昭和 41 年の地震保険創設当初、強度に優れ、かつ不燃性を持つことから、火災

や地震などの災害に対して強いと考えられ普及が図られた鉄筋コンクリート等の構造と木造と

の２区分としました。 

現在においても、以下のような理由から、非木造と木造とで区分することは、危険度を区分

する面から妥当と考えます。 

・学会等で一般的に行われる地震の被害調査によれば、鉄筋コンクリート造等の非木造と木

造とでは、被害の出方（建物の壊れ方）に差が生じる傾向があります（資料集５頁）。 
・中央防災会議や地方自治体の被害想定においても、地震動による被害を非木造と木造の構

造に分けて計算を行っています（資料集８、９頁）。 
・非木造と木造の危険度格差は、弊機構に対し会員会社から報告されている地震保険の支払

実績データからも確認できます（資料集２、３頁）。 
 

なお、上記２区分をさらに細分化する適切な基準があれば、区分をより細分化することで、

より適正な保険料率となることも考えられますが、現時点ではそのような基準が見当たらない
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ため、２区分という区分数は妥当と考えます。 
仮に、細分化する例として、火災保険の参考純率と同じ判定基準を使用し、木造と非木造と

に分け、さらに非木造を共同住宅とそれ以外に分ける３区分を考えた場合、現時点では、被害

実績などにおいて、非木造を共同住宅とそれ以外の建物とに区分して評価する情報を有してい

ないため、地震保険の構造区分として適切であるとは言えません。 
 
（２）地震保険の構造区分を火災保険の構造区分に準拠して設定 

地震による被害実績と火災による被害実績を比較すると、建物の耐火性と耐震性の実態的危

険の格差には親和性があることから、地震保険の構造区分を火災保険の構造区分に準拠して設

定することは合理性があると考えます。 
なお、その根拠の詳細については②の【回答】で述べます。 

 
 
２．一般の木造建物と枠組壁工法建物について、異なる保険料区分としたことの根拠 

 
枠組壁工法は、建物の安全性の基準として住宅金融支援機構が発行する枠組壁工法住宅工事

共通仕様書(以下、共通仕様書)を原則として使用しており、（旧）建設省の通達（昭和 57 年住

指発第 19 号。平成 13 年からは、地方自治体に対する技術的な助言）において、①共通仕様書

に定められたものは構造耐力上の有効性と安全性が確認されたものであるので参考にすること、

②共通仕様書によらない場合または定めていないものについては構造計算等により安全性を確

認することとされています（資料集 15 頁）。 

住宅金融支援機構の「個人住宅規模規格等調査報告」（昭和 56 年度～平成 16 年度累積データ）

によれば、共通仕様書どおりに建てられた枠組壁工法建物は、省令準耐火以上の性能を持つも

のが約 96％を占めています（資料集 16 頁）。それ以外の約４％の建物でも、枠組壁工法の特長

としてファイアーストップ材(注)を設け、天井・内壁にせっこうボードが張られることから、建

物内の火災の拡大を防ぐ構造となっています。 

加えて、1995 年兵庫県南部地震および 2004 年新潟県中越地震における被害調査において、

枠組壁工法建物の被害は少なく、また被害を受けた場合であっても全壊や半壊が少ないことが

示されています（資料集５～７頁）。地震保険の支払実績データにおいても、枠組壁工法建物は

被害が少ない結果となっています（資料集２、３頁）。 

以上により、枠組壁工法は非木造（イ構造）と同等の性能を有するとし、一般の木造建物（ロ

構造）とは異なる保険料区分といたしました。 

(注) 壁パネル内の空気層を細かく区切り、壁内温度が急激に上昇するのを防ぐために設置された木片のこと。 
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② 地震保険の保険料区分を火災保険の保険料区分に準拠して設定していることの合理的な

根拠を、証拠をもって示されたい。なお、その際、建物の耐火性と耐震性の実態的な危険の

格差をどのように認識した上で、具体的な保険料区分を設定したのか、その合理的な根拠に

ついて、証拠をもって示されたい。 

 

【回答】 

下記（１）で示す根拠から、地震保険の保険料区分を火災保険の保険料区分に準拠して設定し

ていることは、合理的であると考えます。 
なお、準拠することで下記（２）に示すような効果が得らます。 

 
（１）耐火性と耐震性の実態的危険の格差の親和性 

建物の耐火性の実態的な危険の格差は、火災保険による支払実績や一般統計から、また建物

の耐震性の差は、地震保険による支払実績や一般的な被害調査の結果から計ることができます。  
下記のとおり、保険による支払実績や一般統計から耐火性と耐震性の実態的危険の格差は親

和的な関係にあると考えます。 
 

 (a) 火災保険および地震保険の支払実績 

火災保険、地震保険の契約を地震保険の区分で耐火グループと非耐火グループ（注１）に分

けて、それぞれの保険で支払保険金や支払件数の実績を比較すると、耐火グループの危険

度を１としたときの、非耐火グループの危険度は、火災保険、地震保険それぞれにおいて

2 倍以上となっています（資料集１頁）。 

このことから、耐火グループは火災保険と地震保険双方で危険度が低く、耐火性と耐震

性の実態的危険の格差は親和的な関係にあると考えます。 

（注１）耐火グループ、非耐火グループは火災保険、地震保険それぞれについて以下のように区分した。 

・耐火グループ ：火災保険のＡ・Ｂ構造、地震保険のイ構造 

・非耐火グループ：火災保険のＣ・Ｄ構造、地震保険のロ構造 

 

 (b) 消防庁の火災統計および地震被害調査 

消防庁の火災統計および日本建築学会等における地震被害調査（1995年兵庫県南部地震、

2004 年新潟県中越地震、2005 年福岡県西方沖地震）のいずれについても、耐火グループと

非耐火グループ（注２）との間で、危険度に差があります（資料集４、５頁）。 

このことから、耐火グループは消防庁の火災統計と地震被害調査双方で危険度が低く、

耐火性と耐震性の実態的危険の格差は親和的な関係にあると考えます。 

（注２）耐火グループ、非耐火グループは消防庁火災統計（資料集４頁）、地震被害調査（資料集５頁）それぞれについ

て以下のように区分した。 

・耐火グループ ：消防庁火災統計では火災保険のＡ・Ｂ構造に相当する「耐火建築物」、「準耐火建築物」、 

地震被害調査では地震保険のイ構造に相当する「鉄筋コンクリート造」、「鉄骨造」 

・非耐火グループ：消防庁火災統計、地震被害調査とも「木造」 

 

 (c) 建築基準法における耐火性能 

建築基準法および関連告示では、建物の壁や屋根など主要構造部が満たす耐火性能の違

いにより「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」などと規定し、①主要構造部が「耐火構

造」である建物を「耐火建築物」、②主要構造部が「準耐火構造」である建物を「準耐火建

築物」、③主要構造部のうち外壁と軒裏のみ性能を定めた「防火構造」以下の構造である①
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②以外の建物、に分類しています（資料集 10～14 頁）（注３）。 

上記(a)、(b)のとおり、耐火グループが、火災と地震の両方の危険度が低いことは、例

えば建築基準法において、耐火性の高い耐火構造、準耐火構造は、防火構造とは構造方法

で定められた仕様が異なっており（資料集 12～14 頁）、同様の材質の壁を用いて建築物を

建てた場合、防火構造に比べ準耐火構造以上ではより厚い壁を用いることと規定されてい

る（注４）ことなどが影響している結果であると考えられます。 

（注３）「耐火建築物」、「準耐火建築物」には、それぞれ「耐火構造」「準耐火構造」と同等の性能を有するものも含まれま

す（資料集 11 頁）。 

（注４）準耐火構造と防火構造では、壁に関しては次のように仕様が詳細に規定されている点が異なります。 

・準耐火構造の告示では、外壁のほかに間仕切壁の仕様も決められているが、防火構造の告示では外壁について規定

されているのみです。これは、外部からの類焼だけを防ぐ防火構造と比べて、準耐火構造では外部からの類焼およ

び内部からの火災の拡大の双方を防ぐことを目的としているからです。 

・外壁についても、同様の材質の壁を用いた場合、厚さが異なります (例えば耐力壁では石膏ボードを使用すると、

防火構造が｢9.5 ミリメートル以上｣としているのに対し、準耐火構造では｢15 ミリメートル以上｣としています）。 

 
（２）低廉な保険料の実現 

地震保険は「地震保険に関する法律」により火災保険に付帯して契約することとされている

上、同法第５条および昭和 54 年保険審議会の答申において、できる限り経費を抑え低廉な保険

料で提供されるべきとされています。火災保険の保険料区分を利用すれば、契約時の情報を容

易に確認・管理できるため、経費が抑えられ、契約者に低廉な保険料で提供ができるという経

済合理的な効果があります。 
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公開の意見聴取における回答（２） 
（全国建設労働組合総連合からの異議申出にかかるもの） 

 
 
 
 
 
 

全国建設労働組合総連合が作成した平成 21 年 2 月 20 日付『「地震保険基準料率」改定に関

する意見聴取への準備書面』に記載された回答に対して、意見がある場合は、該当部分を明示

の上、それに対する意見について証拠をもって示されたい。 
なお、意見がない場合は、その旨を示されたい。 

『①「区分をより細分化することで、実際の被災率、給付率に相応する、より適正な保険料率

になる」ことへの見解』に対する意見 

【意見】 

『公開の意見聴取における回答（１）』の①のとおりです。 

 

 

 

『②「実際の木造軸組み建築物の耐火性・耐震性は、枠組壁工法に比べても、なんら遜色の無

いものも多々ある」見解』に対する意見 

【意見】 

「誰にでもできるわが家の耐震診断」は国土交通省が監修した診断方法であり、その診断

結果は建物の耐震性能を表す指標の一つと考えられますが、一般消費者の耐震性能への理解

や知識習得の推進を目的にした簡易的な診断です。これに対して、建物の耐震性を表す客観

的な基準は、『公開の意見聴取における回答（１）』の①でお示ししたとおり、地震による被

害実績（危険度）に基づくべきものであり、性格が異なるものと考えます。 

なお、『公開の意見聴取における回答（１）』の①でお示ししましたように枠組壁工法はそ

のほとんどが省令準耐火建物であることに鑑み、枠組壁工法については、イ構造とするのが、

契約者保護に資すると考えます。 

 

 

 

『③「火災保険の住宅物件の構造区分をそのまま移行させたものであり、耐震性能への配慮の

無さは、地震保険の標準(「基準」に訂正)料率として致命的であり、納得できない」の見解』

に対する意見 

【意見】 

『公開の意見聴取における回答（１）』の①、②のとおりです。 
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地震保険基準料率 

異議申出に対する資料集 

（全国建設労働組合総連合からの異議申出にかかるもの） 
 

資 料 名 頁

１．建物被害について  

 ・ 保険統計による建物構造別の火災危険度と地震危険度の比較 1

 ・ 地震保険 支払実績データ(件数ベース) 2

 ・ 地震保険 支払実績データ(保険金ベース) 3

 ・ 一般統計により試算した建物構造別の火災危険度の比較 4

 ・ 一般統計における建物種類別地震被害調査結果の比較 5

 ・ 国や自治体の被害想定における構造区分について 8

   

２．建築基準法および告示など  

 ・ 建築基準法第２条（用語の定義） 10

 ・ 建築基準法施行令第 109 条の３(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準) 11

 ・ 平成 12 年建設省告示第 1399 号(耐火構造の構造方法を定める件) 12

 ・ 平成 12 年建設省告示第 1358 号(準耐火構造の構造方法を定める件) 13

 ・ 平成 12 年建設省告示第 1359 号(防火構造の構造方法を定める件) 14

 ・ 昭和 57 年住指発第 19 号 枠組壁工法の技術的基準の運用について 15

 ・ 住宅金融支援機構の「個人住宅規模規格等調査報告」（昭和 56 年度～平成 16 年度累積データ） 16

   

【参考】 

  地震保険 基準料率の概要 17
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保険統計による建物構造別の火災危険度と地震危険度の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 建物構造別の火災保険と地震保険における危険度比率 

 

表１ 建物構造別の火災保険と地震保険における危険度比率 
件 数 保険金   

  火災保険 地震保険 火災保険 地震保険 

耐火グループ 

（Ａ＋Ｂ構造（イ構造）） 
1.0 1.0 1.0 1.0 

非耐火グループ 

（Ｃ＋Ｄ構造（ロ構造）） 
2.8 2.1 2.4 2.2 

 

（注１）ここでいう危険度とは、保険契約に対してどのくらいの損害が発生しているかを見る指標である。 

（注２）件数による危険度比率は、被害程度を考慮した全損換算※の件数を用いている。 

※ 火災保険では損害割合により支払件数を全損換算（例えば損害割合が５割であれば 0.5 件として計算）し、地

震保険では損害程度により支払件数を全損換算（例えば損害程度が半損であれば 0.5 件、一部損であれば 0.05 件

として計算）している。 

１．建物被害について 

火災保険

件　数

地震保険

火災保険

保険金

地震保険
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（Ａ＋Ｂ構造（イ構造））

非耐火グループ

（Ｃ＋Ｄ構造（ロ構造））

0.0
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地震保険 支払実績データ(件数ベース) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２ 地震保険における建物種類別危険度比率 

 
表２ 地震保険の建物種類別支払件数と保有件数 

 
 

全損換算

支払件数

(n) 

保有件数

(N) 

危険度(‰) 

(n)/(N) 

非木造を 1 とした 

ときの危険度比率 

非木造（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造） 731 67,574 10.82 1.00  

木造（省令準耐火を除く） 1,230 54,830 22.43 2.07  

省令準耐火 7 3,260 2.15 0.20  

枠組壁工法（省令準耐火のうち） 3 1,171 2.56 0.24  

合計 1,968 125,664 15.66 1.45  

（注１）2005 年福岡県西方沖地震（3 月 20 日の本震および 4 月 20 日の余震を含める）、2007 年能登半島地震（3 月 25

日の本震のみ）、2007 年新潟県中越沖地震（7月 16 日の本震のみ）における震度５強以上の地域の合計値を使用

している。ここで、震度５強以上の地域としているのは、支払が発生している地域における支払件数と保有件数

を用いることでより正確な危険度を算出できるためである。 

（注２）支払件数の全損換算は、損害程度により支払件数を全損換算（例えば損害程度が半損であれば 0.5 件、一部損であ

れば 0.05 件として計算）している。 
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地震保険 支払実績データ(保険金ベース) 
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図３ 地震保険における建物種類別危険度比率 

 

 

表３ 地震保険の建物種類別支払保険金と保有保険金額 

 
 

支払保険金 

(百万円) (L) 

保有保険金額 

(百万円) (A) 

危険度(‰) 

(L)/(A) 

非木造を 1 とした 

ときの危険度比率 

非木造（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造） 8,234 884,647 9.31 1.00  

木造（省令準耐火を除く） 9,646 464,128 20.78 2.23  

省令準耐火 106 46,581 2.28 0.24  

枠組壁工法（省令準耐火のうち） 42 22,148 1.90 0.20  

合計 17,987 1,395,355 12.89 1.38  

 

（注１）2005 年福岡県西方沖地震（3月 20 日の本震および 4月 20 日の余震を含める）、2007 年能登半島地震（3 月 25

日の本震のみ）、2007 年新潟県中越沖地震（7 月 16 日の本震のみ）における震度５強以上の地域の合計値を

使用している。ここで、震度５強以上の地域としているのは、支払が発生している地域における支払保険金

と保有保険金額を用いることでより正確な危険度を算出できるためである。 
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一般統計により試算した建物構造別の火災危険度の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 消防庁の火災統計における建物構造別火災危険度 

 

表４ 消防庁の火災統計における建物構造別火災危険度 

 年平均出火件数注１） 

(n) 

住宅数注２） 

(N) 

平均焼損面積割合注３） 

(α) 

危険度(‰) 

(ｎ/Ｎ×α) 

木造 11,885 27,702,300 0.4098  0.176 

準耐火建築物（木造、非木造） 919 2,448,464 0.1307  0.049 

耐火建築物 3,571 15,107,736 0.0157  0.004 

 

 

（注１）総務省消防庁が火災報告取扱要領により収集した統計（1999～2006 年）から求めた。 

（注２）平成 15 年住宅・土地統計調査より、以下のとおり構造を推定し、対応させた。 

耐火建築物：鉄筋・鉄骨コンクリート造、鉄骨造共同住宅のうち４階建て以上のもの 

準耐火建築物：上記以外の鉄骨造共同住宅、長屋造、戸建住宅 

（注３）総務省消防庁が火災報告取扱要領により収集した統計（1999～2006 年）から、次式により構造別に平均焼損

面積割合を求めた。 

平均焼損面積割合 ＝ 火元建物の焼損床面積 ／ 延べ面積 
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図５－１ 1995 年兵庫県南部地震の被害調査結果比較（日本建築学会近畿支部「1995年兵庫県南部地震―木造建物の被害―」） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
図５－２ 2004 年新潟県中越地震の被害調査結果比較（日本建築学会「2004 年 10 月 23 日新潟県中越地震災害調査報告」） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－３ 2005 年福岡県西方沖地震の被害調査結果比較 

（文部科学省突発災害科学研究費補助金研究成果｢福岡県西方沖の地震の強振動と構造物被害の関係に関する調査研究｣） 

 

（注１）上図の地震被害調査について、各報告書をもとに作成した。なお、構造間の格差を比較するために、福岡県西方沖地震

については、文献内で使用されている岡田・高井（日本建築学会構造系論文集、第 524 号および第 549 号）の被災度区分

を定義に基づき全壊、半壊、一部壊に置き換えている。 

（注２）それぞれの建物種類（構造）を地震保険のイ・ロ構造に当てはめ、図中に括弧書きで記載した。 

（注３）全損換算は、損害程度により被害件数を全損換算（例えば損害程度が半壊であれば 0.5 件、一部壊であれば 0.05 件

として計算）している。 

一般統計における建物種類別地震被害調査結果の比較 
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表６ 1995 年兵庫県南部地震におけるツーバイフォー(枠組壁工法)住宅の被害 

（ツーバイフォー建築協会のホームページより転載） 
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表７ 2004 年新潟県中越地震におけるツーバイフォー(枠組壁工法)住宅の被害 

（ツーバイフォー建築協会のホームページより転載） 
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国や自治体の被害想定における構造区分について 
 
○中央防災会議 「首都直下地震に係る被害想定手法について」における構造区分より抜粋 

 
 

○中央防災会議 「東南海・南海地震に係る被害想定手法について」より抜粋 
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○東京都防災会議地震部会 「首都直下地震による東京の被害想定（最終報告）」より抜粋 
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２．建築基準法および告示など 

○建築基準法第２条（用語の定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（第１号から第４号省略） 

５ 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、

揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築

物の部分を除くものとする。 

６ 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の２以上の建築物(延べ面積の合計が 500

平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、１階にあつては３メートル以下、

２階以上にあつては５メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等

の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。 

７ 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災

による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める

技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

７の２ 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制す

るために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第９号の３ロ及び第 27 条第１項において同じ。)に関して政令で定

める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定

を受けたものをいう。 

８ 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延

焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄

網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣

の認定を受けたものをいう。 

９ 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能を

いう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の

認定を受けたものをいう。 

９の２ 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(１) 耐火構造であること。 

(２) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基

準に適合するものであること。 

(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該

火災が終了するまで耐えること。 

(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性

能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的

基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を

有すること。 

９の３ 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそ

れのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。 

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの 

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造

部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの 



-資料   - 11 

○建築基準法施行令第 109 条の３（主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建

築物の技術的基準） 

第 109 条の３ 法第２条第９号の３ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 

一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第 22 条第１項に規定する構造であるほか、法第 86 条の４

の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災

による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じ

ないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである

こと。 

二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼の

おそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。 

イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの 

ロ 屋根にあつては、法第 22 条第１項に規定する構造としたもの 

ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、３階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これら

に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 30 分間構造耐力上支

障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)

の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又

は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの 
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○平成 12 年建設省告示第 1399 号（耐火構造の構造方法を定める件） 

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。 

耐火構造の構造方法を定める件 

第一 壁の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類

する仕上材料の厚さを含むものとする。 

一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号に

あっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次の

イからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ 鉄筋コンクリート造(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号第二項の基準によるものに

あっては、防火上支障のないものに限る。第五及び第六を除き、以下同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリート

のかぶり厚さが平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号第二項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第五

及び第六を除き、以下同じ。)又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが三センチメートル未満のものを除く。)で厚さ

が十センチメートル以上のもの 

ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを

除く。) 

ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが五センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの 

ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が八センチメートル以上であり、

かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの 

ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三・五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られて

いないものを除く。) 

ヘ 木片セメント板の両面に厚さ一センチメートル以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が八センチメートル以上のもの 

ト 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが七・五センチメートル以上のもの 

チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填てんしたもので、厚さが十二センチメートル以上であ

り、かつ、肉厚が五センチメートル以上のもの 

二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)

に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからホまでのいずれかに該当する構造

とすることとする。 

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが七センチメートル以上のもの 

ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを

除く。) 

ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが四センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの 

ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリ

ートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメートル以上のもの 

ホ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が七センチメートル以上のもの 

三 令第百七条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとす

る。 

四 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁

である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。 

五 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁

である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 前号に定める構造とすること。 

ロ 第二号に定める構造とすること。 

六 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあって

は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。 

イ 前号に定める構造 

ロ 気泡コンクリート又は繊維混入ケイ酸カルシウム板の両面に厚さが三ミリメートル以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボ

ードに限る。)又は厚さが六ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板を張ったもので、その厚さの合計が三・五センチメートル以上の

もの 

七 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法

にあっては、前号に定める構造とすることとする。 

 

【以下、第二（柱の構造方法）、第三（床の構造方法）、第四（はりの構造方法）、第五（屋根の構造方法）、第六（階段の構造方法） 詳細略】 
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○平成 12 年建設省告示第 1358 号（準耐火構造の構造方法を定める件） 

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の二の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように定める。 

準耐火構造の構造方法を定める件 

第一 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地

の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部へ

の炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。 

一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百七条の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方

法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。 

ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの 

(1) 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたも

のとすること。 

(i) 厚さが十五ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。) 

(ii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの 

(iii) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの 

(iv) 厚さが七ミリメートル以上のせっこうラスボードの上に厚さ八ミリメートル以上せっこうプラスターを塗ったもの 

(2) 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造と

すること。 

(i) 鉄網モルタル塗で塗厚さが一・五センチメートル以上のもの 

(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(iii) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの 

(3) 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(viii)までのいずれかに該当する防火被覆が

設けられた構造とすること。 

(i) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの 

(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(iii) モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの 

(iv) セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの 

(v) 土蔵造 

(vi) 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの 

(vii) 厚さが一・二センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

(viii) 厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

二 令第百七条の二第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。 

ロ 前号ロに定める構造とすること。 

三 令第百七条の二に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。 

ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その

屋内側の部分に第一第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 

(1) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの 

(2) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(3) モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの 

(4) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの 

(5) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの 

四 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっ

ては、次に定めるものとする。 

イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。 

ロ 前号ロに定める構造とすること。 

五 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造

方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造とすること。 

ロ 第三号ロに定める構造とすること。 

ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、

その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 

(1) 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板 

(2) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード 
 

【以下、第二（柱の構造方法）、第三（床の構造方法）、第四（はりの構造方法）、第五（屋根の構造方法）、第六（階段の構造方法） 詳細略】 
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○平成 12 年建設省告示第 1359 号（防火構造の構造方法を定める件） 

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第八号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のように定める。 

防火構造の構造方法を定める件 

第一 外壁の構造方法は、次に定めるものとする。 

一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百八条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁

の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するもの(ハ(3)(i)(ロ)及び(ii)(ニ)に掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間

柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる

構造とするものに限る。)とする。 

イ 準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。 

ロ 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 

(1) 屋内側にあっては、厚さ九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ七十五ミリメートル以上のグラスウール若しくはロック

ウールを充填てんした上に厚さ四ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの 

(2) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(i) 鉄網モルタル塗で塗厚さが十五ミリメートル以上のもの 

(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ十ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(iii) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの 

(iv) モルタル塗の上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの 

(v) セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの 

(vi) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

(vii) 厚さが二十五ミリメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

ハ 間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 

(1) 土蔵造 

(2) 土塗真壁造で、塗厚さが四十ミリメートル以上のもの(裏返塗りをしないものにあっては、間柱の屋外側の部分と土壁とのちりが十五ミリ

メートル以下であるもの又は間柱の屋外側の部分に厚さが十五ミリメートル以上の木材を張ったものに限る。) 

(3) 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りではない。 

(i) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(イ) ロ(1)に定めるもの 

(ロ) 土塗壁で塗厚さが三十ミリメートル以上のもの 

(ii) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの 

(イ) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗りで塗厚さが二十ミリメートル以上のもの 

(ロ) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの 

(ハ) 土塗壁で塗厚さが二十ミリメートル以上のもの(下見板を張ったものを含む。) 

(ニ) 厚さが十二ミリメートル以上の下見板(屋内側が(i)(ロ)に該当する場合に限る。) 

(ホ) ロ(2)(iv)から(vii)までのいずれかに該当するもの 

二 令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。 

イ 準耐火構造とすること。 

ロ 前号ロ又はハのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 

 

第二 令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の

構造方法にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

一 準耐火構造とすること。 

二 土蔵造(前号に掲げる構造を除く。) 

三 第一第一号ハ(3)(ii)((ニ)に掲げる構造を除く。)に定める防火被覆が設けられた構造(前二号に掲げる構造を除く。)とすること。 
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○昭和 57 年住指発第 19 号 枠組壁工法の技術的基準の運用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 57 年 2 月 5 日

建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長宛

建築基準法施行令（以下「令」という。）第 80 条の 2 第 1 号の規定に基づき、昭和 57 年 1 月 18 日付け建設省告示第 56 号（以下「告

示」という。）が別添 1 のとおり公布され、同日から施行されたが、その運用に当たつては、下記の事項を参考とし、遺憾のないよう取り

扱われたい。 

なお、昭和 52 年建設省告示第 1017 号（以下「旧告示」という。）は、廃止されたので、念のため申し添える。 

～略～ 

二 構造耐力上の有効性、安全性等の確認について 

告示第 2 第 1 号ただし書、同第 2 号ロただし書及びニただし書、第 3 第 6 号、同第 9 号、第 4 第 4 号ただし書、同第 5 号ただし書、同

第 6 号ただし書、同第 7 号、同第 8 号、同第 9 号、同第 11 号本文及びただし書、同第 14 号ただし書、第 5、第 6 第 3 号、同第 4 号、

同第 5 号、同第 7 号並びに同第 11 号本文及びただし書において、構造耐力上の有効性、安全性等を判断する規定があるが、これら

については、住宅金融公庫の「枠組壁工法住宅工事共通仕様書」に定めのあるものは、構造耐力上の有効性、安全性等が確認され

たものであるので参考とされたい。また、これによらない場合又はそこに定めのないものについては、構造計算等により、安全性を確

認するための措置をとることとする。 

なお、構造計算を行う場合には、（社）日本建築学会の「木構造設計規準・同解説」によることとするが、この場合における木材の許容

応力度については、別添 2 の「枠組壁工法枠組材許容応力度表」を参考とすることとする。 

 

～略～ 
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○住宅金融支援機構の「個人住宅規模規格等調査報告」（昭和 56 年度～平成 16 年度累積データ） 

構造区分

合計 累積合計

年度 （戸） （戸） 割合（％） （戸） 割合（％） (戸） （戸） 割合（％） （戸） 割合（％）

Ｓ５６ 3,016 594 19.69 2,422 80.31 3,016 594 19.69 2,422 80.31

Ｓ５７ 6,019 751 12.48 5,268 87.52 9,035 1,345 14.89 7,690 85.11

Ｓ５８ 7,489 496 6.62 6,993 93.38 16,524 1,841 11.14 14,683 88.86

Ｓ５９ 8,993 425 4.73 8,568 95.27 25,517 2,266 8.88 23,251 91.12

Ｓ６０ 9,691 508 5.24 9,183 94.76 35,208 2,774 7.88 32,434 92.12

Ｓ６１ 10,617 455 4.29 10,162 95.71 45,825 3,229 7.05 42,596 92.95

Ｓ６２ 13,240 673 5.08 12,567 94.92 59,065 3,902 6.61 55,163 93.39

Ｓ６３ 14,330 664 4.63 13,666 95.37 73,395 4,566 6.22 68,829 93.78

Ｈ１ 14,455 557 3.85 13,898 96.15 87,850 5,123 5.83 82,727 94.17

Ｈ２ 14,285 279 1.95 14,006 98.05 102,135 5,402 5.29 96,733 94.71

Ｈ３ 12,462 267 2.14 12,195 97.86 114,597 5,669 4.95 108,928 95.05

Ｈ４ 15,320 313 2.04 15,007 97.96 129,917 5,982 4.60 123,935 95.40

Ｈ５ 19,751 410 2.08 19,341 97.92 149,668 6,392 4.27 143,276 95.73

Ｈ６ 25,442 561 2.21 24,881 97.79 175,110 6,953 3.97 168,157 96.03

Ｈ７ 24,455 785 3.21 23,670 96.79 199,565 7,738 3.88 191,827 96.12

Ｈ８ 35,657 1,129 3.17 34,528 96.83 235,222 8,867 3.77 226,355 96.23

Ｈ９ 25,975 810 3.12 25,165 96.88 261,197 9,677 3.70 251,520 96.30

Ｈ１０ 22,329 646 2.89 21,683 97.11 283,526 10,323 3.64 273,203 96.36

Ｈ１１ 30,404 985 3.24 29,419 96.76 313,930 11,308 3.60 302,622 96.40

Ｈ１２ 23,089 1,136 4.92 21,953 95.08 337,019 12,444 3.69 324,575 96.31

Ｈ１３ 13,864 938 6.77 12,926 93.23 350,883 13,382 3.81 337,501 96.19

Ｈ１４ 6,206 485 7.82 5,721 92.18 357,089 13,867 3.88 343,222 96.12

Ｈ１５ 3,421 353 10.32 3,068 89.68 360,510 14,220 3.94 346,290 96.06

Ｈ１６ 1,479 177 11.97 1,302 88.03 361,989 14,397 3.98 347,592 96.02

注）　公庫融資に係る個人住宅について調査した、住宅金融支援機構の「個人住宅規模規格等調査報告～集大成版

　　　（昭和56年度～平成16年度物件調査）」による。

準耐火構造（含む省令準耐火）

年度別 累積値（Ｓ５６年度以降）

枠組壁工法住宅の構造別戸数推移

木造 準耐火構造（含む省令準耐火） 木造
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【参考】地震保険 基準料率の概要 

 
 
 

１等地 岩手、秋田、山形、福島、栃木、群馬、富山、石川、

福井、鳥取、島根、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、

鹿児島の各県

２等地 北海道、青森、宮城、新潟、長野、岐阜、滋賀、京都、

兵庫、奈良、岡山、広島、大分、宮崎、沖縄の各道府県

３等地 茨城、埼玉、山梨、大阪、香川、愛媛の各府県

４等地 千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、

高知の各都県

４等地

３等地

１等地

２等地

(保険期間１年、保険金額1,000円につき、単位：円)

（１）基本料率

・免震建築物割引 ：30%割引

・耐震等級割引
等級3の場合 ：30%割引

等級2の場合 ：20%割引

等級1の場合 ：10%割引

・耐震診断割引 ：10%割引
・建築年割引 ：10%割引

（1981年6月以降新築の場合）

（２）割引率

地震保険基準料率は基本料率と割引率で構成されている。

基本料率は構造および等地で異なる。

等地 イ構造 ロ構造

１等地 0.50 1.00

２等地 0.65 1.27

３等地 1.05 1.88

４等地 1.69 3.13

建物・家財の料率

（注１）３等地のうち香川県のイ構造は0.65、ロ構造は1.56とし、茨城
県、山梨県および愛媛県のイ構造は0.91とする。

（注２）４等地のうち徳島県および高知県のイ構造は0.91、ロ構造は
2.15とし、千葉県、愛知県、三重県および和歌山県のロ構造
は3.06とする。
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No.２００８－００２８    ２００８年１１月２８日 

 

 

 

損害保険料率算出機構【理事長：森嶌昭夫（名古屋大学名誉教授）、略称：損保料率機構】は、「損

害保険料率算出団体に関する法律」（料団法）第９条の３第１項の規定に基づき、地震保険基準料

率の変更に関する届出を、平成２０年１１月２８日付で金融庁長官に行いました。 

 

【変更の概要】 

地震保険においては、契約対象である居住用建物（契約対象が家財の場合、収容されている居住

用建物）の構造とその所在地で料率が決定されますが、今回の変更は、建物の構造区分の判定基準

をよりわかりやすいものとする見直しを行ったものです。 

 

 

この見直しにより、適用される基準料率が変更となる建物は下表のとおりです。 

下表の建物以外の建物については、基準料率の変更はありません。 
 

基準料率が引下げとなる建物 ・枠組壁工法建物（例・ツーバイフォー工法建物） 

・省令準耐火建物 

基準料率が引上げとなる建物 

※一定の要件を満たす場合には、

負担軽減の観点から、激変緩和

措置が適用されます。 

・外壁がコンクリート造の木造建物で、準耐火建築物

または省令準耐火建物に該当しないもの 

 
・土蔵造建物 

 

金融庁の審査が終了した後、当機構の会員である保険会社は基準料率を使用することができます。

現段階では実施時期は未定です。 

以 上 

建物の主要構造部（柱、はり、

床、外壁等）の材質・仕様によ

り建物の構造区分を判定 

納税や不動産取引の書類で用

いられる「建物の種類」と、法

令上の「建物の性能」により建

物の構造区分を判定 
 

わかりやすさの 

観点から判定基準

を見直し 

現行の判定基準 新しい判定基準 

地震保険における建物構造の判定基準を見直しました 

◇本件に関するお問い合わせ◇ 

総務企画部 広報グループ：TEL ０３－３２３３－４７７１ 

                                         損害保険料率算出機構 
                            (略称：損保料率機構) 
                                           総務企画部 広報グループ 

TEL 03 (3233)4771 
FAX 03 (3295)9296 
http：//www.nliro.or.jp/ 
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【構 造 区 分】 
判定基準の見直しにより、地震保険における建物の構造区分は次のとおり変更となります。なお、新構造

区分は、実施日（現時点では未定）以後に契約（更新した契約も含む）した火災保険に付帯される地震保険

に適用されます。 

 
 

１.枠組壁工法建物、省令準耐火建物について ロ構造→イ構造 

判定基準を見直したこと、および保険の支払実績などから耐震性が確認できたことをふまえ、イ構造に変

更しました。 

 

２.外壁がコンクリート造の木造建物で、準耐火建築物または省令準耐火建物に該当しないもの、 

土蔵造建物について イ構造→ロ構造 

建築基準法との一部不整合を修正するべく判定基準を見直したことにより、外壁によらず、建物全体とし

ての性能を判定要素とすることになりました。そのため、外壁がコンクリート造の木造建物についても、一

般的な木造建物と同様、「建物の種類」と「建物の性能」で判定することとなりました。したがって、外壁が

コンクリート造の木造建物で、準耐火建築物または省令準耐火建物に該当しないものは、ロ構造に変更とな

ります。また、土蔵造建物（土蔵のように四面の壁を土や漆喰で塗り固めた建物）についても、同様に、判

定基準を見直したことによりロ構造に変更となります。 
なお、上記に該当する建物の火災保険既契約者が、実施日（現時点では未定）以後に火災保険契約を更新

した場合、更新した契約に付帯する地震保険に対し、負担軽減の観点から、基準料率の引上げを30％までと

する激変緩和措置が適用されます。 

「
建
物
の
種
類
」
に
よ
る
判
定 

構造 

区分 
現 行 変 更 後 

イ 

構 

造 

 

１．耐火構造の建物 

 (a)コンクリート造または耐火被覆 

鉄骨造の建物 

  

 

２．準耐火構造の建物 

 (a)外壁がコンクリート造の建物 

(a-1)木造建物 

(a-2)木造以外の建物 

 (b)土蔵造建物 

 (c)鉄骨造建物で、外壁が不燃材料 

または準不燃材料の建物 

 (d)準耐火建築物 

 
１．下記のいずれかに該当する建物 

 (a)コンクリート造建物 

(b)コンクリートブロック造建物 

(c)れんが造建物 

(d)石造建物 

(e)鉄骨造建物 

(f)枠組壁工法建物 

 
２．耐火建築物（建築基準法第2条第9号の2） 

 
３．準耐火建築物（建築基準法第2条第9号の3） 

 
４．省令準耐火建物（注） 

ロ 

構 

造 

 

イ構造以外の建物 

・枠組壁工法建物 

・省令準耐火建物 

・その他 

 

イ構造以外の建物 

 

 

・外壁がコンクリート造の木造建物で、 

３・４に該当しないもの 

・土蔵造建物 

・その他 

 

激
変
緩
和
措
置 

「
建
物
の
性
能
」 

に
よ
る
判
定 

（注）独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第39条第３項に定める耐火性能を有する構造の
建物として、同機構の定める仕様に合致するものまたは同機構の承認を得たものをいいます。 
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【基準料率と保険料例】 

１.変更とならない建物の地震保険基準料率（保険期間1年 保険金額 1,000 円につき）および 

保険料例（割引無 保険金額 1,000 万円の場合の 1年間の保険料） 

現行基準料率(円) 現行基準料率による保険料例(円) 

都道府県 

イ構造 ロ構造 イ構造 ロ構造 

北海道 0.65  1.27  6,500 12,700   

青森県 0.65  1.27  6,500 12,700   

岩手県 0.50  1.00  5,000 10,000   

宮城県 0.65  1.27  6,500 12,700   

秋田県 0.50  1.00  5,000 10,000   

山形県 0.50  1.00  5,000 10,000   

福島県 0.50  1.00  5,000 10,000   

茨城県 0.91  1.88  9,100 18,800   

栃木県 0.50  1.00  5,000 10,000   

群馬県 0.50  1.00  5,000 10,000   

埼玉県 1.05  1.88  10,500 18,800   

千葉県 1.69  3.06  16,900 30,600   

東京都 1.69  3.13  16,900 31,300   

神奈川県 1.69  3.13  16,900 31,300   

新潟県 0.65  1.27  6,500 12,700   

富山県 0.50  1.00  5,000 10,000   

石川県 0.50  1.00  5,000 10,000   

福井県 0.50  1.00  5,000 10,000   

山梨県 0.91  1.88  9,100 18,800   

長野県 0.65  1.27  6,500 12,700   

岐阜県 0.65  1.27  6,500 12,700   

静岡県 1.69  3.13  16,900 31,300   

愛知県 1.69  3.06  16,900 30,600   

三重県 1.69  3.06  16,900 30,600   

滋賀県 0.65  1.27  6,500 12,700   

京都府 0.65  1.27  6,500 12,700   

大阪府 1.05  1.88  10,500 18,800   

兵庫県 0.65  1.27  6,500 12,700   

奈良県 0.65  1.27  6,500 12,700   

和歌山県 1.69  3.06  16,900 30,600   

鳥取県 0.50  1.00  5,000 10,000   

島根県 0.50  1.00  5,000 10,000   

岡山県 0.65  1.27  6,500 12,700   

広島県 0.65  1.27  6,500 12,700   

山口県 0.50  1.00  5,000 10,000   

徳島県 0.91  2.15  9,100 21,500   

香川県 0.65  1.56  6,500 15,600   

愛媛県 0.91  1.88  9,100 18,800   

高知県 0.91  2.15  9,100 21,500   

福岡県 0.50  1.00  5,000 10,000   

佐賀県 0.50  1.00  5,000 10,000   

長崎県 0.50  1.00  5,000 10,000   

熊本県 0.50  1.00  5,000 10,000   

大分県 0.65  1.27  6,500 12,700   

宮崎県 0.65  1.27  6,500 12,700   

鹿児島県 0.50  1.00  5,000 10,000   

沖縄県 0.65  1.27  6,500 12,700   

 



 4 

２.変更となる建物の地震保険基準料率（保険期間1年 保険金額 1,000 円につき）および 

保険料例（割引無 保険金額 1,000 万円の場合の 1年間の保険料） 

基準料率(円) 保険料例(円) 

引下げとなる建物 引上げとなる建物 引下げとなる建物 引上げとなる建物 

都道府県 
ロ構造→ 

 イ構造 
引下げ率 

イ構造→ 

  ロ構造
（激変緩和

措置有） 

引上げ率
ロ構造→ 

 イ構造 
差額 

イ構造→ 

  ロ構造 
（激変緩和

措置有） 

差額 

北海道 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

青森県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

岩手県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

宮城県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

秋田県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

山形県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

福島県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

茨城県 0.91  -52% 1.18  +30% 9,100 -9,700 11,800 +2,700 

栃木県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

群馬県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

埼玉県 1.05  -44% 1.36  +30% 10,500 -8,300 13,600 +3,100 

千葉県 1.69  -45% 2.19  +30% 16,900 -13,700 21,900 +5,000 

東京都 1.69  -46% 2.19  +30% 16,900 -14,400 21,900 +5,000 

神奈川県 1.69  -46% 2.19  +30% 16,900 -14,400 21,900 +5,000 

新潟県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

富山県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

石川県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

福井県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

山梨県 0.91  -52% 1.18  +30% 9,100 -9,700 11,800 +2,700 

長野県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

岐阜県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

静岡県 1.69  -46% 2.19  +30% 16,900 -14,400 21,900 +5,000 

愛知県 1.69  -45% 2.19  +30% 16,900 -13,700 21,900 +5,000 

三重県 1.69  -45% 2.19  +30% 16,900 -13,700 21,900 +5,000 

滋賀県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

京都府 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

大阪府 1.05  -44% 1.36  +30% 10,500 -8,300 13,600 +3,100 

兵庫県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

奈良県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

和歌山県 1.69  -45% 2.19  +30% 16,900 -13,700 21,900 +5,000 

鳥取県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

島根県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

岡山県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

広島県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

山口県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

徳島県 0.91  -58% 1.18  +30% 9,100 -12,400 11,800 +2,700 

香川県 0.65  -58% 0.84  +29% 6,500 -9,100 8,400 +1,900 

愛媛県 0.91  -52% 1.18  +30% 9,100 -9,700 11,800 +2,700 

高知県 0.91  -58% 1.18  +30% 9,100 -12,400 11,800 +2,700 

福岡県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

佐賀県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

長崎県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

熊本県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

大分県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

宮崎県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 

鹿児島県 0.50  -50% 0.65  +30% 5,000 -5,000 6,500 +1,500 

沖縄県 0.65  -49% 0.84  +29% 6,500 -6,200 8,400 +1,900 
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【補 足】 

１．損保料率機構について 

当機構は損害保険料率算出団体に関する法律（料団法）に基づき設立された、損害保

険会社を会員とする民間の法人で、同法に基づき、地震保険の基準料率を算出していま

す。 

地震保険の基準料率算出の他、自動車損害賠償責任保険の基準料率、火災保険・傷害

保険・任意自動車保険・介護費用保険の参考純率の算出、および自動車損害賠償責任保

険の損害調査を主な業務としています。 

 

２．地震保険について 

居住用建物やこれに収容される家財が、地震・噴火またはこれらによる津波を原因と

して、損害を被った場合に補償が受けられる保険です（火災保険ではこれらの損害は補

償されません）。 

「地震保険に関する法律」に基づく制度で、地震保険単独で加入することはできず、

必ず火災保険とあわせて加入し、保険金額は火災保険の保険金額の 30％～50％で設定

することになっています。 

 
３．地震保険基準料率の届出と金融庁長官による審査 

当機構が地震保険基準料率を金融庁長官に届け出ると、金融庁長官は、当該基準料率

について審査（適合性審査）を行います。審査において、料団法に定める条件に適合し

ていると判断されれば、当機構の会員である損害保険会社は、当該基準料率を使用する

ことができます。 
 

４．基準料率に関する資料の閲覧 

12 月 12 日付の官報に届け出た内容が掲載されます。その内容が記載された地震保険

基準料率表は、当機構のホームページでも同様のものを掲出しております。また、当機

構本部において、基準料率算出のための基礎資料の閲覧ができます。 

  

５．金融庁長官への異議の申出 

契約者や被保険者などの利害関係人は、当機構が金融庁長官に届け出た基準料率に不

服がある場合には、料団法に基づき金融庁長官に対し異議の申出を行うことができます。

異議の申出期間は、当機構が基準料率の届出を官報に公告した翌日（12 月 13 日）から

２週間以内、および適合性審査を経て金融庁長官が基準料率を告示した翌日から２週間

以内です。 

以 上 
 

 




